
互助会のしおり

令和８(2026)年度

千葉県公立学校教職員互助会は
会員に対する福利厚生事業を実施することにより

会員とその家族の教養を高めるとともに
生活の安定と福利の増進を図ること並びに

千葉県における教育文化及びスポーツの振興発展に
寄与することを目的としています。

千葉県教育委員会・公立学校共済組合千葉支部
更には会員の皆様と共に支え合いながら

“相互扶助”の精神のもと様々な事業を行っています。

一般財団法人 千葉県公立学校教職員互助会

（教育庁企画管理部 福利課分室）



健康管理（共済組合共同事業）

人間ドック関係

6月1日～2月28日の間に、互助会の指定医療機関で受診したとき

◉人間ドック補助金
・会員：15,000円 ・被扶養者：5,000円
・60歳又は60歳未満で勧奨退職する会員：基本健診料の全額（消費税除く）

◉脳ドック補助金
・4/1現在、満30歳以上の会員：3年度に1回10,000円を限度
＊再任用会員は除きます

予防接種補助金
会員がインフルエンザの予防接種を受診したとき
年度内に１回 1,000円を限度

ライフイベント（慶事）

結婚祝金
会員が結婚（内縁・パートナー関係を含む）したとき
会員期間を通算して1回 40,000円

出産関係

◉出産見舞金
会員又は被扶養者が出産したとき 10,000円

◉妊婦健康診断補助金
会員又は被扶養者が妊婦健康診査を受けたとき 6,000円

◉育児補助金
会員又は被扶養者が出産した子を育てるとき 16,000円

入学祝金
会員の被扶養者が小学校（特別支援学校小学部を含む）に入学したとき

10,000円

イベント

福祉施設利用補助金
会員又は被扶養者が互助会指定の宿泊施設に宿泊したとき

1,000円／泊（連泊時は2泊まで）

毎月納入（給与控除）
◉一般会員 「給料の月額」の 8/1,000の額
◉再任用会員 月額 3,000円
育児休業期間、病気休職期間は会費免除

毎月預り金として積み立て、
退職時(資格喪失時)に全額返金

＊返還請求手続きが必要です
＊利息等はつきません
＊再任用会員は除きます

退職慰労金

50％50％

会費と退職慰労金

様々な給付・助成に活用
＊新規事業立ち上げや既存事業の
統廃合等、事業内容は変動します

会費

給付事業・福祉事業

安全性を最優先に運用し、
運用益は様々な事業の財源
として活用しています



福祉厚生事業

長期会員
慰労旅行助成

4月1日現在、会員期間が10・20・30年の会員に旅行券を配付
・10年：10,000円 ・20年：20,000円 ・30年：20,000円
＊再任用会員は除きます

チケット助成

◉チケット募集
スポーツ観戦や演奏会のチケットについて、希望者を募って抽選し配付
＊会員負担金あり
＊令和８年度予定：千葉ロッテマリーンズ、柏レイソル、ジェフ市原千葉

千葉ジェッツふなばし、アルティーリ千葉、千葉交響楽団、劇団四季

◉テーマパーク補助券配付
東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム利用券を希望者全員に配付

◉ローチケbiz+
ローソンチケットが運営する福利厚生サービス
チケット購入に必要なシステム利用料と店頭発券手数料が無料

会員優待事業

◉ごじょ割
アンデルセン公園、ニッポンレンタカーほか、各種施設やサービスが
互助会員証の提示等により、一般価格より割り引いた価格で利用可能
・おでかけサポート ・教養・自己啓発 ・冠婚葬祭
・住まいのサポート ・お買い物

◉チケット優待
互助会ホームページに割引価格で購入できるチケット一覧を掲出
＊年3回（随時更新あり）

その他

共催事業 12月に正月用品を安価であっせん

文化事業 教育芸術活動等共済事業等を助成

教育日記帳配付 12月1日時点の会員に教育日記帳（ダイアリー）を配付

もしものとき

入院費補助金
＊自動給付

会員又は被扶養者が入院したとき
＊年度内を通算して180日まで

・会員 500円／日 ・被扶養者 300円／日

災害見舞金

会員が災害によって住居又は家財に1/3以上の損害を受けたとき
100,000 ～ 300,000円（損害の程度に応じて決定）

ただし、激甚災害により損害を受けたときは、り災証明証の内容に応じて決定
10,000 ～ 50,000円

長期療養者見舞金
会員が基準日（４月1日、10月1日）に休職しているとき

10,000 ～ 150,000円

看護休暇給付金
会員が看護（介護）休暇を取得したとき
＊看護を必要とする一の継続する状態ごとに、年度内を通算して120日まで

7,000円／日

弔慰金
会員又は被扶養者が死亡したとき
【会員】 ・一般会員：300,000円
【被扶養者】 ・一般会員： 30,000円

・再任用会員：50,000円
・再任用会員：25,000円

遺児給付金
年度末満年齢18歳以下の被扶養者のいる会員が死亡したとき
（18 - 遺児年齢）× 50,000円 + 200,000円

その他の福祉事業



〒260-8629

千葉市中央区中央４-１３-１０

千葉県教育会館新館８階

043-223-4119

https://www.chibagojo.or.jp

ID : @chibagojo

ID : @833wmlvw

一般財団法人 千葉県公立学校教職員互助会

（教育庁企画管理部 福利課分室）

令和8年3月31日時点の会員数
◉現職会員 37,335名

（再任用会員含む）

◉退職会員 11,242名

評議員会・理事会・参与会
◉評議員 12名
◉理事 12名
◉参与 15名

種 類 限度額 使 途 利率

一 般 100万円

臨時に資金を必要とするとき（住宅資金を除く）
・生活資金（限度額50万円）
・自動車購入
・物品購入
・結婚、教育資金等

変動金利
年利1.3％
（R8.4.1現在）

住 宅 100万円 自己の住居用住宅として資金を必要とするとき

特 別 5万円
＊2口まで

非常災害・医療・教育等で資金を必要とするとき
無利息

看護休暇 50万円 看護（介護）休暇期間中の生活に資金を必要とするとき

貸付事業

公益事業

＊一般・住宅貸付の償還は、最終回を除き、元利均等で毎月償還（ボーナス償還なし）
＊特別貸付・看護休暇貸付は、連帯保証人（互助会員）が必要
＊再任用会員は、特別貸付のみ可能

千葉県内を6つの地域に区分（5つの教育事務所管内及び千葉市内）し、公立学校を対
象に公益目的事業（公益文化事業）を実施しています。

互助会員の資格について

以下に該当する場合、公立学校共済組合等の資格取得日と同日に加入できます。
・公立小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校及び特別支援学校の教職員
・県教育委員会及びその所管に属する教育機関の職員
・評議員会において認められた者
・再任用会員で上記に該当し、加入を希望する者（任用形態は問わない）
＊運営規則により、臨時的任用職員等、任期付き職員は加入できません
＊途中加入は認められません


